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此
の
地
は
普
板
前
者
の
組
地
た
り
し
故
に
町
名
と
成
り
、
後
々
ま
で

も
呼
べ
り
と
い
ふ
。
捻
守
る
に
、
延
賓
の
金
津
聞
に
、
板
前
者
十
八

人
の
邸
地
な
る
よ
し
記
載
す
れ
ば
、
延
賓
の
頃
は
板
前
者
の
拝
領
地

・
な
り
し
か
ど
、
其
の
後
は
務
士
の
邸
地
と
成
り
た
る
た
る
ぺ
し
。
今

は
此
の
町
名
を
存
す
る
の
み
。

。
桓
前
者
の
由
来

板
前
の
者
は
、
奮
藩
中
は
護
所
係
の
経
卒
に
て
、
藩
侯
膳
部
料
理
所

の
庖
丁
人
友
り
。
慶
長
十
年
利
長
卿
富
山
養
老
附
士
艇
に
‘
御
議
所

衆
八
拾
石
庖
丁
入
所
然
、
三
拾
石
庖
丁
人
中
村
市
助
。
と
あ
り
。
三

蜜
記
に
、
正
保
二
年
少
将
光
高
君
江
戸
に
て
逝
去
し
給
ひ
、
遺
骸
金

滞
へ
入
ら
せ
ら
る
。
背
山
織
部
以
下
供
奉
す
。
共
の
外
'
御
歩
行
・
御
料

理
人
・
板
前
、
御
泊
所
/
¥
に

τ御
盤
供
を
備
へ
奉
る
。
と
見
h
.
菅
君

雑
録
に
‘
元
秘
十
四
年
六
月
間
目
、
御
護
所
御
料
理
人
七
人
扶
持
之
者

五
入
、
三
拾
依
宛
に
被
a
仰
付
吋
且
叉
唯
今
迄
板
前
者
、
定
番
足
軽
に

被
a
仰
付
一
百
六
拾
目
に
て
勤
来
る
小
入
、
板
前
を
相
勤
、
名
目
板
本

と
改
‘
脇
指
許
帯
'
之
。
と
あ
り
て
、
是
時
韓
卒
の
板
前
を
指
止
め
ら

れ
て
、
定
番
足
韓
に
命
ぜ
ら
れ
.
小
人
板
前
者
を
ぽ
坂
本
と
名
目
を

改
め
ら
れ
‘
是
よ
り
後
は
溶
侯
の
膳
部
等
V
A
N
-
行
士
並
の
料
理
人
の

ち
ゃ
う
す
山
畠
所
に
而
御
座
候
。
二
百
石
飴
は
不
v
残
毎
年
婆
・
な
た

ね
を
ま
き
不
v
申
侠
へ
ば
、
百
姓
相
つ
ど
き
不
v
申
候
。
右
之
婆
・
な
た

ね
只
今
す
た
り
申
候
へ
ば
、
何
共
迷
惑
仕
候
御
事
。

一
、
右
御
閑
方
様
h
渡
り
屋
敷
之
き
は
に
、
百
姓
作
り
申
所
歩
数
四

百
歩
飴
御
座
候
底
に
、
御
公
儀
様
ね
被
昌
召
上
一
右
御
雨
方
様
へ
御
諦

込
地
に
可
ν
被
v
成
様
に
承
申
候
。
左
様
に
御
座
候
へ
ば
、
田
方
之
内
此

分
も
御
高
引
け
申
儀
に
御
鹿
候
故
、
百
姓
迷
惑
奉
v
存
候
。
右
御
雨
方

様
b
御
蹄
被
v
成
候
者
、
百
姓
方
よ
り
烏
ろ
し
可
'
申
候
問
、
御
高
引

け
不
v
申
様
被
v
成
可
v
被
下
候
。
跡
々
は
御
高
過
分
に
御
座
候
へ
共
、

ぜ
ん
/
¥
す
ば
り
、
今
程
悶
方
は
少
分
に
御
座
候
付
、
宵
姓
共
つ
ど

き
が
た
く
、
迷
惑
仕
昨
日
炉
、
御
・
な
げ
き
申
上
候
。
御
相
談
被

v
成
被
v
下

候
は
ピ
難
v
有
可
v
奉
v
存
候
。
以
上
。

寛
文
二
年
三
月

兵

衛

一
・
右
・
街
門

兵

衛

岡
井
村

仁市

御

算

朋

場

様

右
上
申
書
に
て
、
寛
文
以
前
此
の
地
漣
の
事
知
ら
れ
け
り
。
康
器
後

は
、
再
び
元
の
如
く
成
り
た
り
と
い
ふ
ぺ
し
。
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滞
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Ji. 
λ 

み
飼
越
し
、
根
本
は
そ
の
手
先
に
て
、
魚
烏
の
下
料
理
を
す
る
の
み

也
。
但
し
昔
よ
り
の
唱
へ
に
て
、
小
人
板
本
も
後
々
ま
で
板
前
と
呼

ぺ
り
と
ぞ
。
板
前
は
狙
板
前
の
略
m
m
k
て
、
魚
板
の
前
に
座
し
て
、

魚
烏
の
下
料
理
を
す
る
ゆ
ゑ
た
り
と
い
へ
り
。
下
曲
学
集
に
‘
狙
板
長

二
尺
八
寸
、
高
四
サ
五
分
。
発
一
子
未
那
板
吋
此
一
子
魚
料
吋
庖
丁
刀
名

也
又
屠
見
之
名
也
。
詳
見
=
癒
子
-
也
。
と
あ
り
。

。

品

川

町

海
士
品
川
氏
の
邸
宅
あ
り
し
故
に
町
名
に
呼
ぺ
り
。
改
作
所
講
記
に

蛾
せ
た
る
、
寛
文
二
年
三
月
岡
井
村
吉
姓
占
り
の
上
申
書
に
、
如
・
左

記
載
す
。乍

ν
恐
申
上
候
。

一
、
今
度
問
弁
村
岡
地
の
内
、
古
市
孫
三
郎
様
・
品
川
太
郎
三
郎
様

御
屋
敷
、
井
御
輿
カ
衆
共
犯
相
渡
申
底
に
、
御
輿
カ
衆
b
渡
り
屋
敷

之
分
、
不
v
油
開
婆
・
た
た
ね
ま
き
提
申
候
底
に
、
今
穏
屋
敷
に
引
な
ら

し
可
v
被
v
申
凶
田
被
昌
仰
渡
-
候
付
、
右
之
婆
な
た
ね
皆
々
す
た
り
、
何
共

迷
惑
仕
候
。
今
廿
日
よ
り
内
に
仕
舞
申
儀
陀
御
座
候
に
付
、
共
段
御

わ
び
事
申
上
候
へ
ど
も
、
御
承
引
無
=
御
座
-
K
付
、
御
断
申
上
候
。
岡

井
村
之
俄
は
、
惣
高
四
百
石
徐
に
而
御
座
候
鹿
花
、
二
百
石
小
立
野

。
古
市
品
川
爾
氏
邸
跡

延
賓
の
金
津
聞
に
衣
の
如
〈
記
載
す
。
按
宇
る
に
、
古
市
左
近
胤
震
・

品
川
左
門
雅
直
雨
人
共
に
、
利
常
卿
子
小
姓
よ
り
取
立
ら
れ
、
小
松

に
て
奉
仕
の
慮
、
高
治
元
年
利
常
卿
菟
逝
K
付
、
雨
入
共
に
殉
死
し
、

死
後
古
市
主
計
・
品
川
磁
人
遺
跡
を
稽
ぎ
金
津
に
来
り
、
初
て
此
の

地
に
於
て
居
邸
を
賜
は
り
た
る
も
の
也
。
但
し
古
市
民
は
.
延
寅
三

年
主
計
残
し
て
家
断
絶
し
、
居
邸
揚
地
と
成
る
。
品
川
氏
は
子
孫
連

綿
、
世
々
此
の
邸
地
に
居
住
し
・
明
治
厳
藩
置
臓
の
際
、
地
所
を
寅

却
し
て
退
去
せ
り
。

。
古
市
左
近
胤
霊
偉
話

三
登
記
に
云
ふ
。
寓
治
元
年
十
月
利
常
卿
菟
去
の
時
、
竹
岡
市
三
郎
・

古
市
左
近
雨
人
は
.
江
戸
陀
被
=
残
置
-
け
る
が
、
御
念
鑓
の
飛
脚
江
戸

へ
参
着
く
や
い
た
、
聾
夜
の
堺
も
た
く
馳
蹄
る
。
十
一
月
廿
二
日
小

松
へ
・
参
着
、
迫
付
雨
人
間
道
御
城
へ
上
り
.
人
々
に
封
商
し
て
洞
を

流
し
、
河
合
停
次
を
招
き
、
一
期
の
納
め
に
御
上
下
を
拝
領
せ
ん
と

て
、
御
召
下
し
二
具
取
出
さ
せ
‘
拙
臨
ん
で
頂
餓
し
、
臨
時
を
揚
げ
て
落

涙
し
、
扱
御
霊
前
に
会
り
罪
磁
焼
香
し
て
、
雨
人
同
時
に
退
出
し
、

市
三
郎
は
直
に
小
松
三
光
寺
に
至
り
迫
腹
也
。
左
近
は
宮
山
侍
従
利

五
九




